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要旨

本稿では、 2008年度の「デイケアに関する実態調査結果」のうち、デイケアを実施していた128保健所(県型68

施設・市型60施設)が自由記述回答した、 「デイケアを継続する理由と課題」について分析した。自由記述のフレ

ーズからグループ化を行った結果、県型保健所6カテゴリー、市型保健所7カテゴリーが抽出された。県型・市型に

共通する内容は、 【社会資源不足によるデイケア継続の必要性】 、 【デイケア長期利用者-の支援の必要性】 、 【社

会資源充実によるデイケア必要性の検討】 、 【新たな対象-のデイケアの必要性】 、の4カテゴリーであった。異な

る内容は、県型保健所では【他施設のデイケア・自主グループの支援】 、 【関係機関との役割分担と支援システムの

構築】 、の2カテゴリー、市型保健所では、 【デイケアと担当保健師による支援の必要性】 、 【利用者の目標と評価

の必要性】 【他機関・関係部署との役割分担の必要性】 、の3カテゴリーであった。以上の結果より、管内の社会資

源状況や、新たな課題-の取り組みの必要性等を踏まえて、今後の保健所デイケアの方向性を検討している状況が明

らかとなった。また、関係機関と連携し、地域ケアシステムを構築していくことが今後の課題として見出された。
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I　はじめに

保健所デイケアは、精神障害者の「居場所づく

り」や「仲間づくり」 、 「生活体験の拡大」を目

的として、 1975年に社会復帰相談指導事業とし

て事業化され、利用者-の個別的な支援を行って

きた。さらに、共同作業所を始めとする多様な社

会復帰施設の拡充の契機となり、地域の社会資源

の充実に大きく影響を与えた1)。この結果、保

健所デイケアの開始から30年以上が経過した現

在では、保健所以外のデイケア実施施設や共同作

業所等の社会資源が充実してきた。また、この間

精神障害者を取り巻く法律が整備され、 2005年

には障害者自立支援法が成立したことに伴い、精

神障害者-の身近なサービスは、市町村が責任を

持って一元的にサービスを提供する等の枠組みが

規定された2)。これに伴い、保健所が担うべき

精神保健福祉活動が見直され、長年に渡り継続さ

れてきた保健所デイケアも、今後の継続の必要性

の有無や担うべき役割について検討された結果、

終了しているところもある。

このような背景を踏まえ、著者らは2008年度

に全国のすべての保健所517施設を対象に、デイ

ケアに関する実態調査を実施した。その結果、回

答があった411施設中、デイケア実施割合は全体
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では128施設(31.1%)となっており、障害者自

立支援法施行以降にデイケアを終了した保健所が

多いが、一方で何らかの理由で継続している保健

所もあることが明らかとなった3)。

そこで本稿では、調査時点でデイケアを実施し

ていると回答した128保健所のデイケア担当者が、

保健所デイケアを継続する理由と今後の課題につ

いて、どのように考えているかについて分析する

ことを目的とした。

Ⅱ　研究方法

1.調査方法

2008年度の調査では、全国すべての保健所517

施設に対し、郵送質問紙調査を実施し、デイケア

担当者に回答を求めた。質問紙は、公衆衛生に従

事する医師、保健師を含めた研究者間5名で検討

し、作成した。調査期間は、 2008年10月から

2009年1月とし、 2008年11月末時点で返信がな

かった保健所については、再度協力依頼文を送付

した。回収率は517施設中411施設(79.5%)で

あり、回答が得られた411施設中デイケア実施割

合は128施設(31.1%)であった。本稿では、デ

イケアを実施していると回答した128施設のデイ

ケア担当者が、追加質問項目「今後の保健所デイ

ケア継続の必要性と理由、および今後の課題」に



ついて回答した、自由記述部分を分析対象とした。

2.分析方法

質問項目「保健所デイケア継続の必要性と理

由」 、 「デイケアに関する今後の課題」について、

回答された自由記述を一覧表にし、一覧表のフレ

ーズからラベルを作成した。次にラベルの意味の

共通するものをグループ化し、サブカテゴリーと

し、さらに意味の共通するものをグループ化し、

カテゴリーとした。

なお、 128施設の保健所区分別内訳が、県型保

健所(都道府県) 68施設、市型保健所(政令指

定都市・政令市・中核市・特別区) 60施設であ

ることから、県型保健所と、市型保健所に分け、

分析した。この理由は、市型保健所では、都道府

県と市町村の業務の両方を担っていることから、

県型保健所と市型保健所では、デイケア継続の必

要性と理由、今後の課題についての認識も違って

いることが考えられたためである。

3.倫理的配慮

調査内容並びに調査方法、個人情報の取り扱い

について、滋賀医科大学倫理委員会の審査・承認

を得た。また、調査実施にあたり、全国保健所長

会から調査協力の承諾を得た。

Ⅲ　結果

1.県型保健所

県型保健所がデイケアを継続する理由と課題は、

16のサブカテゴリーから6のカテゴリー【I.

社会資源不足によるデイケア継続の必要性】 【Ⅱ.

デイケア長期利用者-の支援の必要性】 【Ⅲ.社

会資源充実によるデイケア必要性の検討】 【Ⅳ.

新たな対象-のデイケアの必要性】 【Ⅴ.他施設

のデイケア・自主グループの支援】 【Ⅵ.関係機

関との役割分担と支援システムの構築】が抽出さ

れた(表1) 。以下、カテゴリーを【】 、サブカ

テゴリーをく〉で示す。なお、 「」はラベルの内容

を示す。

1) 【社会資源不足によるデイケア継続の必要

性】

このカテゴリーは、 2つのサブカテゴリーで構

成された。く1.デイケア実施機関の不足〉では、

「地域でデイケアが充実されるまでは継続が必要

である」や、 「管内では保健所デイケアしかな

い」といったラベルが含まれた。また、く2.他の

社会資源の不足〉では、 「他の社会復帰施設が少

ない」や、 「社会資源の地域格差がある」といっ

たラベルが含まれた。

2) 【デイケア長期利用者-の支援の必要性】

このカテゴリーは、 2つのサブカテゴリーで構
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成された。く3.長期利用者の居場所の確保〉では、

「長期利用者の多くは高齢化が進んでいる」や、

「長年、保健所を居場所としている利用者-支

援」といったラベルが含まれた。また、く4.他の

デイケアになじめない人-の支援〉では、 「病院

デイケアになじめない人-の支援」や、 「経済的

な理由で他のデイケアに通えない人-の支援」と

いったラベルが含まれた。

3) 【社会資源充実によるデイケア必要性の検

討】

このカテゴリーは、 3つのサブカテゴリーで構

成された。く5.社会資源の増加〉では、 「社会資源

が増加したので、統合失調症中心のデイケアは終

了予定」や、 「作業所等の居場所が確保されてい

る」といったラベルが含まれた。次に、く6.他施

設デイケアの充実〉では、 「地域活動支援センタ

ーなどの施設が充実してきた」 、 「病院デイケア

や地域生活支援センターデイケアに移行できる」

といったラベルが含まれた。また、く7.利用者減

少によるデイケア継続の検討〉では、 「社会資源

の充実による保健所デイケア利用者の減少」や、

「利用者減少により、保健所デイケアの位置づけ

が不明」といったラベルが含まれた。

4) 【新たな対象-のデイケアの必要性】

このカテゴリーは、 3つのサブカテゴリーで構

成された。く8.発達障害・高次機能障害対象デイ

ケア-の展開〉では、 「高次機能障害など、コミ

ュニケーションのしづらさを持つ人-の支援が必

要」や、 「発達障害など、他のデイケアでトラブ

ルがある方-の支援が必要」といったラベルが含

まれた。次に、く9.ひきこもり・アディクション

対象デイケア-の展開〉では、 「ひきこもりなど

新たな課題-の着手が必要」 、 「アディクション

の人を対象としたデイケアが必要」といったラベ

ルが含まれた。また、く10.パーソナリティ障害な

ど困難事例-の支援〉では、 「他の社会資源で対

応できない困難事例を中心に支援が必要」 、 「パ

ーソナリティ障害などの方の保健所デイケア利

用」といったラベルが含まれた。

5) 【他施設のデイケア・自主グループの支援】

このカテゴリーは、 3つのサブカテゴリーで構

成された。く11.市町村デイケア実施の支援〉では、

「統合失調症を対象としたデイケアは市町村に移

行できるよう調整が必要」 、 「市町村が力量アッ

プできるような支援が必要」といったラベルが含

まれた。次に、く12.地域活動支援センターデイケ

アの支援〉では、 「地域活動支援センターの活動

に地域格差がある」や、 「地域活動支援センター
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の活動が充実すれば、保健所デイケアは終了す

る」といったラベルが含まれた。また、く13.デイ

ケアの自主グループ化支援〉では、 「保健所デイ

ケアは自主グループ化したい」や、 「ボランティ

アに利用者が依存的になっているのが課題」とい

ったラベルが含まれた。

6) 【関係機関との役割分担と支援システムの構

築】

このカテゴリーは、 3つのサブカテゴリーで構

成された。く14.関係機関との役割分担の必要性〉

では、 「保健所は、管内のシステムを確立するの

が役割」 、 「自立支援法に基づき精神障害者対象

施設以外でも受け入れてもらえるよう調整が必

要」 、といったラベルが含まれた。次に、く15.公

的デイケアの保障〉では、 「公的にもデイケアを

保障できるよう役割分担が必要」 、 「病院デイケ

アと保健所デイケアの連携や役割分担できると良

い」といったラベルが含まれた。また、く16.利用

者の選択肢の充実〉では、 「利用者に合った場が

選択できるよう、保健所デイケアも継続が必要」 、

「利用者が選択できる施設が複数あるのが望まし

い」といったラベルが含まれた。

2.市型保健所

市型保健所がデイケアを継続する理由と課題は、

15のサブカテゴリーから7のカテゴリー【I.

社会資源不足によるデイケア継続の必要性】 【Ⅱ.

デイケア長期利用者-の支援の必要性】 【Ⅲ.社

会資源充実によるデイケア必要性の検討】 【Ⅳ.

新たな対象-のデイケアの必要性】 【Ⅴ.デイケ

アと担当保健師による支援の必要性】 【Ⅵ.利用

者の目標と評価の必要性】 【Ⅶ.他機関・関係部

署との役割分担の必要性】が抽出された(表2) 。

以下、カテゴリーを【】 、サブカテゴリーをく〉で

示す。なお、 「」はラベルの内容を示す。

1) 【社会資源不足によるデイケア継続の必要

性】

このカテゴリーは、 2つのサブカテゴリーで構

成された。く1.デイケアを実施している病院の不

足〉では、 「地域にデイケアを実施する病院がな

い」 、 「病院デイケアが少なく遠方である」とい

ったラベルが含まれた。また、く2.地域活動支援

センターの不足〉では、 「地域活動支援センター

がまだ少ない」 、 「地域活動支援センターなど通

える場が少ない」といったラベルが含まれた。

2) 【デイケア長期利用者-の支援の必要性】

このカテゴリーでは、 2つのサブカテゴリーで

構成された。く3.高齢化した長期利用者の居場所

の確保〉では、 「長期利用者が高齢化しており、
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他機関での受け入れが難しい」 、 「長期利用者を

他機関につなぐ連携に課題が残る」といったラベ

ルが含まれた。また、く4.他のデイケアになじめ

ない人-の支援〉では、 「閉じこもりがちになる

人の社会との関わりとしてデイケアが必要」 、

「他機関のデイケアになじめない方の支援」とい

ったラベルが含まれた。

3) 【社会資源充実によるデイケア必要性の検

討】

このカテゴリーは、 2つのサブカテゴリーで構

成された。く5.新規利用者の減少〉では、 「新規利

用者が少ない」 、 「デイケア利用者が少なく継続

を検討中である」といったラベルが含まれた。ま

た、く6.社会資源の充実とデイケア継続の検討〉で

は、 「社会資源が充実する中で、デイケアのあり

方の検討が必要」 、 「障害者自立支援法による福

祉サービスの充実状況を見ながら、デイケアを検

討する」といったラベルが含まれた。

4) 【新たな対象-のデイケアの必要性】

このカテゴリーは、 3つのサブカテゴリーで構

成された。く7.うつ病の復職支援としてのデイケ

アの展開〉では、 「うつ病の復職支援として行政

が補う必要がある」 、 「うつ病の人の居場所や就

労支援としてデイケアを継続している」といった

ラベルが含まれた。次に、く8.広汎性発達障害・

高次機能障害者対象デイケアの展開〉では、 「広

汎性発達障害を対象としたデイケアを実施してい

る」 、 「発達障害者の支援方法が課題」といった

ラベルが含まれた。また、く9.ひきこもり、パー

ソナリティ障害など困難事例-の支援〉では、

「対象者を見直し、ひきこもり支援のデイケアを

実施している」 、 「パーソナリティ障害の人の居

場所や就労支援」といったラベルが含まれた。

5) 【デイケアと担当保健師による支援の必要

性】

このカテゴリーでは、 2つのサブカテゴリーが

含まれた。く10.他施設-のステップとしてのデイ

ケア継続〉では、 「デイケアは他機関につなげる

ための見極めの場」 、 「デイケアは他の機関につ

ながるまでの中間点」といったラベルが含まれた。

また、く11.担当保健師とデイケアによる支援の必

要性〉では、 「地区担当保健師と本人・家族・関

係機関が関わりながら支援できる」 、 「地区担当

保健師と連携しながら支援できるメリットがあ

る」といったラベルが含まれた。

6) 【利用者の目標と評価の必要性】

このカテゴリーは、 2つのサブカテゴリーで構

成された。く12.利用者の目標と評価の必要性〉で



は、 「利用者の目標・評価が課題」 、 「個別評価

の検討が必要」といったラベルが含まれた。また、

く13.デイケアの自主グループ化支援〉では、 「デ

イケアを自主グループ化し、地域との交流事業を

実施している」 、 「自主グループ化することを検

討中である」といったラベルが含まれた。

7) 【他機関・関係部署との役割分担の必要性】

このカテゴリーは、 2つのサブカテゴリーで構

成された。く14.マンパワーの不足によるデイケア

継続の困難〉では、 「自立支援法による業務が膨

大で、デイケア実施体制確保が困難」 、 「ひきこ

もり、パーソナリティ障害などを対象としたデイ

ケアが必要だが、マンパワー不足」といったラベ

ルが含まれた。また、く15.他機関・関係部署との

役割分担の必要性〉では、 「他機関との役割が明

確でなく検討中」 、 「他機関との連携・フォロー

体制が整っていない」といったラベルが含まれた。

Ⅳ.考察

1.県型保健所と市型保健所に共通する理由と課題

保健所デイケアを継続する理由と課題について

分析した結果、県型保健所では6カテゴリー、市

型保健所では7カテゴリーが抽出された。このう

ち、県型保健所と市型保健所に共通する内容とし

て、 【社会資源不足によるデイケア継続の必要

性】 、 【デイケア長期利用者-の支援の必要性】 、

【社会資源充実によるデイケア必要性の検討】 、

【新たな対象-のデイケアの必要性】 、の4カテ

ゴリーが抽出された。

まず、 【社会資源不足によるデイケア継続の必

要性】では、管内の社会資源が未だ不足しており、

現状においては、保健所デイケアの継続が必要で

あることがあげられた。障害者自立支援法施行前

の保健所管内の精神保健医療福祉資源状況につい

ての調査結果4)では、県型・市型ともに約半数

の保健所管内に、小規模作業所やグループホーム、

地域生活支援センターがあるものの、地方では面

積当たりの施設数が少なく、気軽に施設を利用す

ることができない可能性があることが報告されて

いる。現在は障害者自立支援法施行前に比べ、社

会資源が充実してきていると思われるものの、保

健所デイケアの継続理由として、社会資源の不足

があげられていることから、精神障害者が利用で

きる社会復帰施設は、地域によっては未だ充実し

ていない状況にあることが考えられた。また、

【デイケア長期利用者-の支援の必要性】では、

長期間保健所デイケアに参加している利用者が、

高齢となり、他の社会復帰施設に移行することが

難しい状況があげられた。このことは、前述の社
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会資源の不足により、保健所デイケア利用者が、

他に通う社会復帰施設が見つからない状況にあっ

たか、それぞれのニーズを満たす社会資源がない

と理解しているために、他の社会資源を利用する

ことを避けている　5)ことが考えられる。このよ

うな高齢化した長期利用者に対して、どのように

支援していくかが、課題となっている状況が見出

された。

しかし、一方では、 【社会資源充実によるデイ

ケア必要性の検討】というように、管内の社会資

源が充実してきたと捉え、保健所デイケアのあり

方を検討している状況もあげられた。従来の保健

所デイケアは統合失調症の利用者が中心であった

が、病院のデイケアや共同作業所など他の社会復

帰施設の選択肢が増えてきた地域では、保健所デ

イケア利用者数が減少している。しかし、発達障

害や高次機能障害など、コミュニケーションの取

りづらさから、病院のデイケアや共同作業所での

受け入れが困難である場合、保健所のデイケアで

支援している利用者も存在している。このような

状況から、保健所デイケアの対象を見直し、発達

障害や高次機能障害、ひきこもりやうつ病など、

【新たな対象-のデイケアの必要性】を考え、保

健所デイケアの内容を検討していることがあげら

れた。このうち、少数ではあるが、発達障害やひ

きこもり、うつ病を対象としたデイケア-展開し

ている保健所デイケアもある　6)ことから、今後、

新たな対象者-向けてデイケアを展開する保健所

も増えてくるのではないかと考えられた。

2.県型保健所と市型保健所で異なる理由と課題

県型保健所の6カテゴリー、市型保健所の7カ

テゴリーにおいて、異なる内容として、県型保健

所では【他施設のデイケア・自主グループの支

援】 、 【関係機関との役割分担と支援システムの

構築】の2カテゴリーが抽出され、市型保健所で

は、 【デイケアと担当保健師による支援の必要

性】 、 【利用者の目標と評価の必要性】 、 【他機

関・関係部署との役割分担の必要性】の3カテゴ

リーが抽出された。

まず、県型保健所の【他施設のデイケア・自主

グループの支援】では、障害者自立支援法に基づ

き、市町村が精神障害者-の身近なサービスを担

い、保健所は市町村の支援を行うことが役割であ

ると考えていることがあげられた。現状では、社

会資源の不足を補うために保健所デイケアを継続

しつつ、将来的には管内の各市町村がデイケアを

実施していけるよう技術的支援を行っていくこと

を課題として捉えており、保健所と市町村の連携
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が不可欠であることが考えられた。また、市町村

デイケアの支援だけではなく、 【関係機関との役

割分担と支援システムの構築】が必要と捉えてお

り、管内の病院や他の社会復帰施設と協力し、精

神障害者を支援する地域システムを構築していく

ことが、保健所が担うべき役割であり、課題とな

っていることが考えられた。現在、精神障害者-

の支援は「入院医療中心から地域生活中心-」と

いう大きな転換期にあり　7)、今後、地域システ

ム構築に向けた保健所のコーディネート機能がよ

り強化されていくだろう。

一方、市型保健所では、デイケアを継続する理

由として、 【デイケアと担当保健師による支援の

必要性】があげられたが、これは、市型保健所は

都道府県と市町村の両方の機能を担っており、精

神障害者-の身近なサービスの提供者でもあるこ

とが背景として考えられた。これまで保健所デイ

ケアは、精神障害者にとって社会復帰の第一歩と

して利用されてきたが、デイケア参加に至るまで

の間や、デイケアに参加している期間、保健師に

よる家族を含めた個別ケアと連動して実施されて

きた8)。保健師はデイケアを通じて、利用者の

ニーズを見極め、利用者が他の社会復帰施設-移

行できるように支援を行っており、市型保健所で

は、精神障害者-の身近な支援のひとつとして、

今後もデイケアを継続していく意向が見られた。

そして、デイケアを継続していくうえでの課題と

して、 【利用者の目標と評価の必要性】があげら

れた。これは、前述の通り、保健所デイケアに長

期間参加している利用者がおり、他の社会復帰施

設につながっていない場合もあることから、保健

所デイケア利用者の目標や評価を適切に行い、支

援を行っていくことが必要だと捉えていることが

考えられた。しかし、市型保健所では、自立支援

法施行により業務が増加しており、デイケアを実

施するだけのマンパワーが不足している状況も見

られ、デイケアを継続することが困難であると考

えている場合もみられた。障害者自立支援法施行

以降、市町村では自立支援協議会等を活用し、相

談支援体制の強化に向けての検討が行われている

9)が、市型保健所においても、 【他機関・関係部

署との役割分担の必要性】が課題としてあげられ

ており、今後管内の病院や地域活動支援センター

などと連携を強化し、役割分担や支援体制を整え

ていくことが必要であろう。

Ⅴ.おわりに

本稿では、 2006年の障害者自立支援法施行後

も、デイケアを実施している128保健所を対象に、
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デイケア継続理由と課題について分析した結果、

管内の社会資源状況や、新たな課題-の取り組み

の必要性等を踏まえて、今後の保健所デイケアの

方向性を検討している状況が明らかとなった。ま

た、関係機関と連携し、地域ケアシステムを構築

していくことが今後の課題として見出された。
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表1.県型保健所:デイケア継続理由と課題

カテ ゴリー サブカテゴリー

I . 社会資源不足によるデイケア継続の必要性
1.デイケア実施機 関の不足

2.他の社会資源の不足

Ⅱ. デイケア長期利用者への支援の必要性
3.長期利用者の居場所の確保

4.他のデイケアになじめない人の支援

Ⅲ. 社会資源充実によるデイケア必要性の検討

5.社会資源の増加

6.他施設デイケアの充実

7.利用者減少によるデイケア継続の検討

Ⅳ. 新たな対象へのデイケアの必要性

8.発達障害 .高次機能障害対象デイケアへの展開

9.ひきこもり.アディクション対象デイケアへの展開

10.パー ソナ リティ障害など困難事例への支援

Ⅴ. 他施設のデイケア . 自主グループの支援

ll.市町村デイケア実施の支援

12.地域活動支援セ ンターデイケアの支援

13.デイケアの自主グループ化支援

Ⅵ. 関係機関との役割分担 と支援システムの構築

14.関係機関との役割分担の必要性

15.公的デイケアの保障

16.利用者の選択肢の充実

表2.市型保健所:デイケア継続理由と課題

カテ ゴリー サブカテゴリー

I . 社会資源不足によるデイケア継続の必要性
1.デイケアを実施 している病院の不足

2.地域活動支援センターの不足

Ⅱ.デイケア長期利用者への支援の必要性
3.高齢化した長期利用者の居場所の確保

4. 他のデイケアになじめない人への支援

Ⅲ.社会資源充実によるデイケア必要性の検討
5.新規利用者の減少

6. 社会資源の充実 とデイケア継続の検討

Ⅳ. 新たな対象へのデイケアの必要性

7. うつ病の復職支援 としてのデイケアの展開

8. 広汎性発達障害 .高次機能障害対象デイケアの展開

9.ひきこもり、パー ソナ リティ障害など困難事例への支援

Ⅴ.デイケア と担当保健師による支援の必要性
10. 他施設へのステ ップとしてのデイケア継続

ll. 担当保健師とデイケアによる支援の必要性

Ⅵ. 利用者の 目標 と評価の必要性
12.利用者の目標 と評価の必要性

13.デイケアの自主グループ化支援

Ⅶ.他機 関 .関係部署 との役割分担の必要性
14.マンパワー不足によるデイケア継続の困難

15.他機関 . 関係部署 との役割分担の必要性
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